
府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

普通自転車歩道通行可

京都市伏見区醍醐新町裏町地内
府道大津宇治線

生徒は、歩道を押して通行しなければならい。

自転車歩道通行可を約１２０メートル北の点滅信

号まで延長できないか旨要望。（受付番号286）
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提案場所は、市営地下鉄東西線醍醐駅の北東方約
７００メートルに位置する、京都府立東稜高等学校
西側に面する府道（奈良街道）で周辺は住宅街であ
る。
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自転車の通行環境として、東稜高校前を含む南北約１８００メートルの間、東
西に自転車通行帯が整備されている。登下校の生徒は、自転車通行帯を利用して
おり、下校時北方面の自転車は、南門から約１２０メートルの間歩道を押し次の
信号で横断した後自転車通行帯を通行して法規通りの通行方法である。必要性が
認められないため実施しない。



府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

横断歩道

京都市東山区三条大橋東４丁目七軒町地内

三条通の抜け道として車両及び観光客が多く通行

しているので横断歩道の設置を要望

（受付番号333）

実施する。
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現場は、東山三条交差点から西方約６０メートル
に位置する市道と市道が交差する丁字路交差点であ
る。

周辺は、寺社や集合住宅及び商店が混在する。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③ ④

横断歩道

通学児童を含め、道路北側の利用が多い実態に合

わせて交差点北詰に横断歩道への設置を要望

（受付番号335）

実施する。（横断実態に合わせて南詰の横断歩道
を北詰に移設する。現在、道路管理者と協議中）
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京都市左京区

岩倉中町590-２

至 岩倉長谷町

至 叡山電鉄鞍馬線
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④提案場所

京都市左京区岩倉中町590番地２先

市道岩倉119号線市道岩倉144号線交差点

提案場所は、市道が交差する十字路交差点で、

周辺には住宅が立ち並ぶ生活道路である。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面
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横断歩道

京都市北区西賀茂井ノ口町地内(志久呂橋西詰

交差点南方約50メートル地点)

加茂街道を横断してバス停に行くための横断歩道

の設置を要望（受付番号349）

道路管理者、バス事業者と横断歩道設置に向け調整中であるが、現在の
環境では歩行者の溜り部分等の確保ができない等、危険であるため本事業
では実施しない。（バスの利用実態に合わせて、バス停の移設等により安
全な場所への横断歩道の設置についても検討中）
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提案場所は、京都市北部の新興住宅地である。 賀

茂川の西側堤防に並行する加茂街道の西側歩道上及び河

川西側法面にバス停が新設された。

提案場所
0.7ｍ

志久呂橋西詰バス停

歩道

志久呂橋西詰南方約50メートル



府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面
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道路標識

京都市中京区西ノ京上平町21番地先

丸太町通西土居通交差点南詰

要望場所は、片側二車線の幹線道路である丸太

町通と、生活道路である西土居通が交差する十字

路交差点である。

近接した標識の整理統合を要望

（受付番号47）

実施する。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面
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道路標識

京都市右京区梅ケ畑清水町31番地先

国道162号（通称周山街道）

要望場所は、京北地域と市内中心部を結ぶ幹線

道路である。

標識の増設要望

（受付番号132）

現在設置されている横断歩道標識の視認性は良好
であり、予告標示等も適切に設置されていることか
ら、標識を増設する必要性は低く実施しない。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面
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道路標識

京都市右京区西京極中町37番地１先

葛野大路七条交差点

要望場所は、幹線道路同士が交差する十字路交

差点で、店舗や住宅が混在して建ち並び、多数の

歩行者や車両が通行する。

標識の補修要望

（受付番号133）

実施する。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

②

道路標識

京都市下京区 京都駅北側周辺

京都駅前周辺道路に設置されている道路標識

に、劣化等ものがあり、景観を損ねている。

京都の玄関口である京都駅周辺に設置されている

標識の一部に、汚れている物がある。

実施する。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

②

道路標識

京都市右京区・西京区 嵐山周辺

嵐山周辺の道路標識の一部に、変色等したもの

がある。

観光地である嵐山の道路標識に汚れているものが

ある。

実施する。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

②

道路標識

京都市上京区・北区 北野天満宮周辺

北野天満宮周辺の道路標識に、汚れて見えにく

いものがある。

北野天満宮周辺の道路標識に汚れて見えにくいも

のがあるので、改善して欲しい。

実施する。
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